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１ 

産学官連携プロジェクトまとめ 
（検討中の案の骨子） 

 
Ⅰ．産学官連携の基本的考え方 
 
１．はじめに 

 
○ 戦後の｢キャッチアップ時代｣を終了し、今日、我が国は｢フロント
ランナー時代｣に突入した。 

・ 今後の我が国は新しい原理の発見等により、新しい技術を自ら開
拓し、それを実用化していくことが必要である。 

・ 大学等の基礎研究の成果を活用し、新しい技術を生み出し、それ
に基づき製品・サービスを作り出す時代になっている。 

 
○ 近年の研究開発は、｢基礎研究｣、｢応用研究｣、｢実用化研究｣が相
互に連携しつつ同時並行的に進展することが多くなっている。この
ため、研究開発の当初から、経済・社会的需要を意識した産学官連
携の必要性が増大している。 

 
２．今後の産学官連携と目指すべき社会 
（１）産業界と大学の相互の立場の尊重 
   技術革新による国際競争力強化を目指す産業界と、知的創造と人

材育成を使命とする大学が互いの立場を尊重しつつ連携し、大学の
創造的な研究成果を産学官連携で技術革新や新産業創出につなげる。 

 
（２）連携による産・学・官の活性化 

産業界と大学等の共同研究等により、経済活性化と研究開発の充
実が図られ、互いに刺激し活性化し双方にプラスとなるような相互
補完的連携をつくる。 

 
（３）産・学・官の役割分担と連携 

大学は産業界の需要を意識しつつ新技術の萌芽を探索、国研はこ
れに加えて応用開発研究の役割を果たし、その上で企業が研究開発
を行うといった産・学・官の役割分担のもとに、産学官連携活動を
進める。 
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（４）優れた人材が最大限能力を発揮できる社会の実現 

大学において優れた人材が育成され、能力ある人材が自由に流動
し、能力を最大限発揮できる社会を構築する。 

 
（５）日本型産学官連携の在り方 

行政が意識改革を図り、産学官連携を阻害している不適切な行政
の関与や府省の縦割りを除去する。各地域においても、地方公共団
体の前向きな取組みを促す。 

 
３．産学官連携の基本方針の確立 

産学官の関係者全員が、産学官連携の必要性と重要性を認識し、産
学官連携により研究開発と経済の発展を共に実現するとの基本方針の
確立が必要である。 

 
 
Ⅱ．産学官連携の形態別課題と具体的方策 
 
１．産学官の共同研究・受託研究 

 
○体制整備と情報交換の促進 
―大学等の経営管理の強化を目指し、例えば、担当副学長の下に産
学官連携の専門部門を設置するなど体制を整備する。 

―産学官連携窓口の一本化、連携機能の抜本的強化を図る。 
 
○柔軟かつ明確な研究契約 

  ―大学等の契約担当部門による柔軟で迅速な契約交渉を実現させる。 
―研究者に研究目標、期限等についての明確な契約意識を醸成する。 

 
○産学官共同研究に対し、企業資金の提供を前提として、国の資金を
大学、ＴＬＯ等に支給する。 

 
○経済活性化の観点から、次代の日本の産業基盤を構築する実用化を
視野に入れた共同研究開発プロジェクトを戦略的に同時並行的に立
ち上げる。 
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２．中小企業に対する技術指導 

 
○中小企業と、大学等の研究者との効果的な結合を可能とする交流網
を構築し、その活用を図るとともに、中小企業を中心とした産学官
連携による技術開発への積極的支援を全国的に推進する。 

 
○産学官の交流網構築とその機能発揮のためには、その仲介・調整に
あたる専門家が果たす役割が極めて重要であり、中小企業と大学等
をつなぐ優秀な専門家の確保と育成を行う。 

 
 
３．技術移転 

 
○特許等の知的財産について、発明者たる研究者へ発明補償金や特許
等使用料配分により十分な還元を図りつつ、研究者の個人帰属から
大学等の機関帰属への転換を進める。 

 
○研究過程で作成・取得された研究成果物についても、内部規定等に
より機関帰属とし、産業利用については機関と第三者との契約等に
より研究者への対価還元を図りつつ、適切な管理と活用を図る。 

 
○大学等における研究開発成果の権利化を促進するため、特許関連費
用（弁理士費用、海外出願費用、特許維持費用等）を確保するとと
もに、大学等における国内外での権利取得を促進する。 

 
○大学等の研究者が論文発表を行う前に、権利化することが適当な成
果は、速やかに特許等の出願準備を開始するなど、論文発表に先立
って特許の取得を促進する。 
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４．大学発ベンチャー創出 
 
○資金調達の円滑化 
―間接金融から直接金融への資金調達方法の移行を促すため、個人
投資家税制における投資時点での一定税額の控除制度の創設を検
討する。 

  ―資金調達の円滑化のため、私募規制を緩和する。 
 
○再起を可能とする制度改革 
―金融機関がベンチャー企業に融資を行う際、経営者を連帯保証人
とする慣行があるが、ベンチャーへの挑戦を促す観点から、この
慣行を撤廃すべきである。 

  ―倒産法制を見直し、倒産時に再起可能な資産を残す措置、ベンチ

ャー企業からの特許等使用許諾契約を保護する措置を検討する。 
 
○専門的人材の活用 
―兼業報酬として未公開株式や新株引受権の受領は可能であること
が明確化されており、現場に周知する。 

―兼業手続きを見直し、人事院の承認権限を国立大学長等に委任す

るなどにより迅速化する。 
―創業を支援する弁護士、弁理士、会計士、経営指導者等の専門人

材と大学等の研究者を含めた起業者との交流組織を各地域につく

る。 
 
○起業家育成機能の充実 
―大学内外の起業家育成機能を充実し、関連施設の整備を図る。 

 
○起業家人材の育成 
―大学等における企業経営や技術経営等の起業家・経営人材育成コ

ースの充実等により、起業を促進するため必要な専門人材の育成

を図る。 
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Ⅲ．分野別課題と具体的方策 （審議中） 
 
 
Ⅳ．地域科学技術振興のための具体的方策 
 
１．地域中堅・中小企業の技術開発支援 
○地域の中堅・中小企業等を中心とした産学官連携による多様な実用
化技術開発に対する国の支援措置を施策間の連携・協力を図りつつ
強化し、産学官連携等により日本全国で積極的に推進する。 

 
○地域における産学官の連携網について、都道府県等の行政区分を越
えた広域的な連携や、技術の海外からの導入など、開かれた連携網
の構築に努める。 

 
２．知的技術革新・産業集積（地域クラスター）の形成 

「知的技術革新集積（知的クラスター）」における、技術革新によ
る新技術の萌芽創出から、「地域再生・産業集積（産業クラスター）」
による実用化技術開発による新事業創出まで、連続的に新事業・新産
業を創出する環境の構築に向け、両クラスター計画の密接な連携を図
る。 

 
３．地方公共団体との連携 

地方公共団体の地域科学技術振興への取組みを強化するため、地方
財政再建促進特別措置法により禁じられている、地方公共団体からの、
国立大学、独立行政法人等への寄附金等を一定の要件の下に可能とす
ることを検討する。 

 
 
Ⅴ．産学官連携基盤の構築のための具体的方策 
 
１．産学官連携の観点から見た大学改革 
○非公務員型法人制度の具体的設計の検討に当たっては以下の点を重
視すべきである。 
―能力や大学への貢献に見合った処遇等が自由に行える人事制度と
する。 
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―自律的な経営・管理を確立する。 
―競争的資金や外部資金の獲得努力の誘因が働くような大学財政シ
ステムにする。 

―学内の有用な知的財産について、大学に一括帰属できるようにし、
技術移転機関等において業務委託を受けるなどにより一括管理で
きるようにする。 

 
○私立大学での研究開発の推進 

  ―民間からの寄附により私立大学の基本財産の抜本的強化を図るた
め、学校法人に係る寄附税制の見直しについて米国並になるよう
検討する。 

 
○大学の経営管理の強化 

  ―大学の学長等による経営管理を強化し、外部資金の獲得状況等を
ふまえた学内資源配分の重点化を迅速に図るなど、硬直性を廃し
た大学運営を行う。 

 
○組織運営の弾力化、競争原理導入と多元的評価 

  ―講座制の制約を排除し若手研究者を活かす管理運営を徹底する。 
  ―間接経費の充実等により大学間競争を促進するとともに、各種機

関による多元的評価を拡充する。 
 
 
２．産学官の人材交流の活性化 
○大学等の人材流動化の促進 
―国の研究機関等は、｢任期制及び公募の適用方針を明示した研究人
材流動化促進計画｣を策定すべきである。 

―純血主義による教員人事を排除し人事交流を活発化させ、教授及
び助教授については内外の他大学出身者・経験者比率を７０％を
目標に引き上げる。 

 
○産業界における人材交流の活性化等への取組み 
―博士・修士課程修了者に対し、専門分野・能力に応じた処遇を行
う。 
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―大学が実施している大企業就職に係る教授推薦枠（企業からの大
学別求人枠）を全廃する。 

 
 
３．産学官連携の機運の醸成 
産学官連携の機運を盛り上げるため、日本国中で一大運動を展開す
るため、産業界、大学、研究機関等のトップが一堂に会し対話・交流
する｢産学官連携サミット｣を定期的に実施するほか、産学官連携推進
のため実務レベルで課題を抽出し、具体的な解決策を討議する｢産学官
連携推進会議｣を開催する。 


